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1 9年 5月14日

島根社会保険事務局

保険課長及川裕

企画係員大薦宏樹＿ 
現物給与の標準価額について

健康保険組合の設立されている事業所において住宅が供与され、その価額に

つき当該健康保険組合が規約で別段の定めをしている場合の厚生年金保険にお

ける標準価額の算定について。

（事務局の見解・（回答案））

健康保険においては、健康保険法第 46条第2項にょり、健康保険組合の管掌する被保険者に

ついて、当該健康保険組合が規約をもって別に現物給与の標準価額を定めることができることと

されている。

一方、厚生年金保険法（旧法）においては、厚生年金保険及び健康保険における標準報酬を一

致させるために、健康保険の組合員である被保険者の属する健康保険組合が規約によって定めた

標準価額によることが認められていたようであるが、昭和29年5月改正後の現行の厚生年金保険

法の施行にあたって、現物給与の価額は、健康保険組合の組合員である被保険者についても、常

に都道府県知事【現行：社会保険庁長官（犀生年金保険法施行令第1条第12号により社会保険事

務局長に権限委任）。以下、同じ。】が定めることとされ（昭和 29年 8月11日付け保険発第 66

号）、また、保険者が政府のみである厚生年金保険にあっては、現物給与の価額を定める都道府県

知事の告示において組合管掌の被保険者につき例外を認めることは許されないものとされたとこ

ろである（昭和29年9月16日付け保険発第226号）。

したがって、厚生年金保険においては、被保険者が同時に組合管掌の健康保険の被保険者であ

って、その者の属する健康保険組合が規約をもって現物給与の標準価額を定めている場合であっ

ても、これと関係なく、その者の現物給与の価額は、社会保険事務局長が定めた標準価額による

こととなるため、同一の事業所における同一の被保険者について、健康保険と厚生年金保険で、

2つの異なった報酬月額が算定されることにより、異なった標準報酬月額の等級に該当するもの

として決定がなされることがあっても、止むを得ないものと思料される。

マニュアル掲載

要・

周知徹底

R ・否

回答日 20年10月27日

回答管理責任者年金保険課課長補佐 矢口明

回答担当者 厚生年金保険指首係村上泰史



（回答）

貴局見解どおり。
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（
定
時
決
定
）

第
二
十
一
条
社
会
保
険
庁
長
官
は
｀
被
保
険

者
が
毎
年
七
月
一
日
現
に
使
用
さ
れ
る
堪
業

所
に
お
い
て
同
日
前
三
月
間
（
そ
の
事
哭
所

で
維
続
し
て
使
用
さ
れ
た
期
間
に
限
る
も
の

と
し
、
か
？
報
研
支
払
の
甚
礎
と
な
っ
た

oeH戚
が
十
じ
月
未
満
で
あ
る
月
が
あ
る
と
さ
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月
を
怜
く
）
に
唸
け
た
報
柑
の
差
紙
を
そ

の
期
澗
の
月
数
で
除
し
て
得
た
訊
を
報
韻
月

領
と
し
て
r

椋
準
報
醒
月
額
を
改
定
す
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
改
定
さ
れ
た
椋
準

報
酬
月
額
は
、
育
児
休
業
等
終
了
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
二
月
を
経
過
し
た
日
の
属
す

る
月
の
翌
月
か
ら
そ
の
年
の
八
月
〈
当
該
翌

月
が
七
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
い
ず
れ
か
の

月
で
あ
る
均
合
は
、
翌
年
の
八
月
）
ま
で
の

各
月
の
標
準
報
醐
月
額
と
す
る
。

（
報
酬
月
額
の
算
定
の
特
例
）

第
二
十
四
条
被
保
険
者
の
報
酬
月
額
が
、
第

二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
若

し
く
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定

す
る
こ
と
が
困
難
て
あ
る
と
き
、
又
は
第
二

十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
策

―
-
+
―
―
一
条
第
一
項
若
し
く
は
前
条
節
一
項
の

規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
が
菩
し
く
不
当

で
あ
る
と
き
は
｀
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
社
会
保
険
庁
長
官
が
算
定
す
る
額
を

当
該
被
保
険
者
の
報
酬
月
額
と
す
る
。

2

同
時
に
二
以
上
の
事
業
所
で
報
酬
を
受
け

る
被
保
険
者
に
つ
い
て
報
醐
月
額
を
算
定
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
各
事
業
所
に
つ
い

て
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第

l

項
、
第
一
＿
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
前
条

第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
統
定
し

た
額
の
合
鉢
額
を
そ
の
者
の
報
酬
月
額
と
す

る。（
船
員
た
る
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
月
額
）

第
二
十
四
条
の
二
船
員
た
る
被
保
険
者
の
椋

準
報
酬
月
額
の
決
定
及
び
改
定
に
つ
い
て

は
、
第
二
十
一
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
船
貝
保
険
法
第
四
条
第
二
項

か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
四
条
ノ
ニ
及
び
第
四

条
ノ
三
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

（
標
準
質
与
額
の
決
定
）

第
二
十
四
条
の
三
社
会
保
険
庁
長
官
は
、
被

醤
者
が
蚊
与
を
受
け
た
月
に
お
い
て
、
そ

の
月
に
当
該
被
保
険
者
が
受
け
た
伐
与
額
に

基
づ
き
｀
こ
れ
に
千
円
未
滴
の
端
数
を
生
じ

厚
生
年
金
保
険
法

（
二
四
条
—
二
九
条
）

は
、
そ
の
月
を
除
く
。
）
に
受
け
た
報
酬
の

総
頷
を
そ
の
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額

を
報
醐
月
額
と
し
て
、
椋
準
報
酬
月
額
を
決

定
す
る
。

J
J
 た

と
さ
は

5

お
け
る
標
部
伐
与
領
を
決
定
す
る
シ
こ
の
梢

合
に
お
い
て
当
該
椋
準
収
与
額
が
百
五
十

万
円
（
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
椋

準
報
酬
月
領
の
等
級
区
分
の
改
定
が
行
わ
れ

た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
額
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
る
と
き
は
、

こ
れ
を
百
宜
十
万
円
と
す
る
。

2

第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
椋
準
伐
与
額
の

群
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
現
物
給
与
の
価
額
）

第
二
十
五
条
報
酬
又
は
伐
与
の
全
部
又
は
一

部
が
、
通
貨
以
外
の
も
の
で
支
払
わ
れ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
価
額
は
、
そ
の
地
方

の
時
価
に
よ
つ
て
、
社
会
保
険
庁
長
官
が
定

め
る
。
（
三
徽
に
満
た
な
い
子
を
捉
育
す
る
被
保
険

者
等
の
標
準
報
酬
月
額
の
特
例
）

第
二
十
六
条
三
敬
に
滴
た
な
い
子
を
袈
育

し
、
又
は
淡
脊
し
て
い
た
彼
保
険
者
又
は
被

保
険
者
で
あ
っ
た
者
が
、
厚
生
労
拗
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
社
会
保
険
庁
長
官
に

申
出
（
被
保
険
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
使
用

さ
れ
る
事
粟
所
の
事
業
主
を
経
由
し
て
行
う

も
の
と
す
る
。
）
を
し
た
と
き
は
、
当
該
子

を
養
育
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
（
厚
生
労
拗

省
令
で
定
め
る
事
実
が
生
じ
た
日
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
日
）
の
属
す
る
月
か
ら
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
の
翌

日
の
屈
す
る
月
の
前
月
ま
で
の
各
月
の
う

ち
、
そ
の
椋
準
報
酬
月
額
が
当
該
子
を
牲
育

す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月

（
当
該
月
に
お
い
て
被
保
険
者
で
な
い
場
合

に
あ
つ
て
は
、
当
該
月
前
一
年
以
内
に
お
け

る
被
保
険
者
で
あ
っ
た
月
の
う
ら
直
近
の

月
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
悲
準
月
」
と

い
う
。
）
の
擦
準
報
醐
月
額
（
こ
の
項
の
規

定
に
よ
り
当
該
子
以
外
の
子
に
係
る
基
準
月

の
椋
準
報
酬
月
額
が
揉
準
報
酬
月
額
と
み
な

さ
れ
て
い
る
堀
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
み
な

さ
れ
た
基
準
月
の
標
準
報
酬
月
照
。
以
下
こ

被
保
険
者
ー
届
出
、
記
録
等

る。
3

第
一
項
の
規
定
は
、
六
月
一
日
か
ら
七
月

一
日
ま
で
の
間
に
被
保
険
者
の
質
格
を
取
得

し
た
者
及
ぴ
第
二
十
三
条
又
は
第
二
十
三
条

の
二
の
規
定
に
よ
り
七
月
か
ら
九
月
ま
で
の

い
ず
れ
か
の
月
か
ら
棉
準
報
酬
月
額
を
改
定

さ
れ
、
又
は
改
定
さ
れ
る
べ
き
被
保
険
者
に

つ
い
て
は
、
そ
の
年
に
限
り
適
用
し
な
い
。

（
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
際
の
決
定
）

第
二
十
二
条
社
会
保
険
庁
長
官
は
、
被
保
険

者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
が
あ
る
と
き
は
、

次
の
各
号
に
規
定
す
る
額
を
報
酬
月
額
と
し

て
、
牒
準
報
酬
月
額
を
決
定
す
る
。

一
月
、
週
そ
の
他
一
定
期
問
に
よ
つ
て
報

酬
が
定
め
ら
れ
る
堺
合
に
は
、
被
保
険
者

の
咲
格
を
取
得
し
た
日
の
現
在
の
報
酬
の

額
を
そ
の
期
間
の
総
日
数
で
除
し
て
得
た

頷
の
三
十
倍
に
相
当
す
る
額

二
日
、
時
間
、
出
来
閲
又
は
諮
負
に
よ
っ

て
報
酬
が
定
め
ら
れ
る
楊
合
に
は
、
被
保

険
者
の
務
格
を
取
得
し
た
月
前
一
月
間
に

当
該
事
業
所
で
、
同
様
の
業
務
に
従
事

し
、
か
？
同
様
の
報
醐
を
受
け
る
者
が

受
け
た
報
酬
の
額
を
平
均
し
た
額

＿
―
-
前
二
号
の
規
定
に
よ
つ
て
鉢
定
す
る
こ

と
が
困
難
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
被

保
険
者
の
質
格
を
取
得
し
た
月
前
一
月
間

に
、
そ
の
地
方
で
、
同
様
の
業
務
に
従
事

し
、
か
つ
、
同
様
の
韻
酬
を
受
け
る
者
が

受
け
た
報
醐
の
額

四
前
一
二
号
の
二
以
上
に
該
当
す
る
報
酬
を

受
け
る
楊
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
、
前
各
号
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た

額
の
合
鉢
額

2

前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
た
開
準

報
酬
月
額
は
、
被
保
険
者
の
恨
格
を
取
得
し

た
月
か
ら
そ
の
年
の
八
月
（
六
月
一
日
か
ら

十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
被
保
険
者
の

行
格
を
取
得
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
翌
年
の

八
月
）
ま
で
の
各
月
の
椋
雌
報
飼
月
割
と
す

る
c

四
瑣
に
お
い
て

い
う
。
）
を
下
回
る
月

れ
た
日
の
屈
す
る
月
前
の
月
に
あ
っ
て
は
、

当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
前

月
ま
で
の
二
年
間
の
う
ち
に
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
に
つ
い
て
は
、
従
前
標
準
報
酬
月
額

を
当
談
下
回
る
月
の
第
四
十
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
平
均
椋
準
報
酬
額
の
計
尊
の
甚
礎

と
な
る
標
準
報
酬
月
額
と
み
な
す
。

一
当
該
子
が
三
歳
に
達
し
た
と
き
6

二
第
十
四
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
眩
当
す

る
に
至
っ
た
と
き
。

三
当
該
子
以
外
の
子
に
つ
い
て
こ
の
条
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
当

該
子
以
外
の
子
を
従
育
す
る
こ
と
と
な
っ

た
と
き
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
単
実
と
し

て
厚
生
労
拗
省
令
で
定
め
る
も
の
が
生
じ

た
と
き
。

四
当
該
子
が
死
亡
し
た
と
き
そ
の
他
当
該

被
保
険
者
が
当
散
子
を
投
育
し
な
い
こ
と

と
な
っ
た
と
き
。

五
当
該
被
保
険
者
に
係
る
第
八
十
一
条
の

―
一
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
育
児
休
業
等

を
開
始
し
た
と
き
。

2

前
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
る
年
金
た
る
恨

険
給
付
の
額
の
改
定
そ
の
他
前
項
の
規
定
の

ぶ
辿
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め

る。

第
四
節
届
出
、
記
録
等

（
届
出
）

第
二
十
七
条
適
用
事
業
所
の
事
業
主
又
は
第

十
条
第
二
項
の
同
意
を
し
た
事
業
主
（
以
下

単
に
「
事
業
主
」
と
い
う
。
）
は
、
犀
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
被
保
険

者
G

被
保
険
者
で
あ
っ
た
七
十
歳
以
上
の
者

で
あ
っ
て
当
該
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る

も
の
と
し
て
駆
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件

に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
「
七
十
歳
以
上
の

使
用
さ
れ
る
者
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
の

夜
格
の
取
得
及
ぴ
喪
失
（
七
十
歳
以
上
の
使

用
さ
れ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
厚
生
労
働
省
令

（
改
定
）

第
二
十
三
条
社
会
保
険
庁
長
官
は
、
被
保
険

者
が
現
に
使
用
さ
れ
る
事
業
所
に
お
い
て
糀

続
し
た
＝
―
月
間
（
各
月
と
も
、
報
酬
支
払
の

基
礎
と
な
っ
た
日
数
が
、
十
七
日
以
上
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）
に
受
け
た
報
酬
の
総

額
を
一
二
で
除
し
て
得
た
額
が
、
そ
の
者
の
標

準
報
酬
月
額
の
基
礎
と
な
っ
た
報
酬
月
額
に

比
べ
て
、
咽
し
く
高
低
を
生
じ
た
場
合
に
お

い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ

の
額
を
報
酬
月
額
と
し
て
、
そ
の
著
し
く
窃

低
を
生
じ
た
月
の
翌
月
か
ら
、
標
準
報
酬
月

額
を
改
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
改
定
さ
れ
た
標
準

報
酬
月
額
は
、
そ
の
年
の
八
月
（
七
月
か
ら

+
＝
一
月
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
月
か
ら
改
定
さ

れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
翌
年
の
八
月
）
ま

で
の
各
月
の
椋
那
報
酬
月
額
と
す
る
。

（
育
児
休
業
等
を
終
了
し
た
際
の
改
定
）

第
二
十
三
条
の
二
社
会
保
険
庁
長
官
は
、
脊

児
休
棠
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護

を
行
う
労
例
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平

成
一
＿
一
年
法
律
第
七
十
六
号
）
悌
二
条
第
一
号

に
規
定
す
る
背
児
休
業
又
は
同
法
第
二
十
―
―
―

条
棺
一
項
の
森
晶
心
休
業
の
制
度
に
準
ず
る
措

骰
に
よ
る
休
業
（
以
下
「
育
児
休
業
等
」
と

い
う
。
）
を
終
了
し
た
被
保
険
者
が
、
当
該

育
児
体
業
等
を
終
了
し
た
日
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
育
児
体
業
等
終
了
日
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
当
該
脊
児
休
業
等
に
係
る

三
椒
に
乎
い
た
な
い
子
を
梵
育
す
る
堺
合
に
お

い
て
｀
そ
の
使
用
さ
れ
る
事
業
所
の
事
業
主

を
経
由
し
て
駆
生
労
倒
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
社
会
保
険
庁
長
官
に
申
出
を
し
た

と
き
は
、
第
二
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
宥
児
休
業
等
終
了
日
の
翌
日
が
属
す
る

月
以
後
三
月
間
（
育
児
休
業
等
終
了
日
の
翌

日
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
事
槃
所
で
梱
続
し

て
使
用
さ
れ
た
期
間
に
限
る
も
の
と
し
、
か

っ、
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で
足
め
く
る
悪
作
に
誼
当
す
る
に
雨
っ
た
月
及

ぴ
当
談
要
件
に
設
当
し
な
く
な
っ
た
日
）
並

び
に
報
醒
月
額
及
ぴ

llt与
額
に
関
す
る
事
項

を
社
会
保
険
庁
反
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
記
録
）

第
二
十
八
条
社
会
保
険
庁
長
官
は
、
披
保
険

者
に
関
す
る
原
簿
を
備
え
、
こ
れ
に
被
保
険

者
の
氏
名
、
質
格
の
取
得
及
び
喪
失
の
年
月

日
、
椋
準
報
澗
（
標
準
報
酬
月
頷
及
び
椋
準

質
与
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
厄

生
労
傷
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
録
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
c

（
通
知
）

第
二
十
九
条
社
会
保
険
庁
長
官
は
、
第
八
条

第
一
項
f

舘
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一

条
の
規
定
に
よ
る
認
可
、
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
確
認
又
は
椋
準
報
酬
の
決
定

若
し
く
は
改
定
（
第
七
十
八
条
の
六
第
一
項

及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
十
八
条
の
十
四
第

二
項
及
ぴ
第
一
二
項
の
規
定
に
よ
る
椋
準
報
酬

の
改
定
又
は
決
定
を
除
く
。
）
を
行
っ
た
と

き
は
そ
の
旨
を
当
該
事
粟
主
に
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

事
業
主
は
、
前
項
の
通
知
が
あ
っ
た
と
き

は
、
す
み
や
か
に
、
こ
れ
を
被
保
険
者
又
は

被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

3

被
保
険
者
が
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し

た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
所
在
が
明
ら

か
で
な
い
た
め
前
項
の
通
知
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
は
、
事
業
主
は
r

社
会
保
険

庁
長
官
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

4

社
会
保
険
庁
艮
官
は
、
前
瑣
の
届
出
が
あ

っ
た
と
き
は
、
所
在
が
明
ら
か
で
な
い
者
に

つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
主
に
通

知
し
た
事
項
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

‘
~
〇v
 

5

社
会
保
険
庁
長
官
は
、
事
業
所
が
廃
止
さ

れ
た
堀
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
の
た
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（
定
時
決
官
0
i

第
四
十
一
条
保
険
者
は
、
被
保
険
者
が
毎
年

七
月
一
日
現
に
使
用
さ
れ
る
事
招
所
に
お
い

て
同
日
前
三
月
間
（
そ
の
事
業
所
で
能
続
し

て
使
用
さ
れ
た
期
間
に
限
る
も
の
と
し
、
か

？
翡
支
払
の
基
礎
と
な
っ
た
日
数
が
十

七
日
未
満
で
あ
る
月
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

月
を
除
く
。
）
に
受
け
た
報
酬
の
総
額
を
そ

の
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
を
報
酬
月

額
と
し
て
、
標
池
報
躙
月
額
を
決
定
す
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
標
準

報
酬
月
額
は
、
そ
の
年
の
九
月
か
ら
翌
年
の

八
月
ま
で
の
各
月
の
標
禅
報
酬
月
額
と
す

る
D

3

第
一
項
の
規
定
は
、
六
月
一
日
か
ら
七
月

一
日
ま
で
の
問
に
被
保
険
者
の
守
篠
を
取
得

し
た
者
及
び
第
四
十
三
条
又
は
第
四
十
ー
―
一
条

の
二
の
規
定
に
よ
り
七
月
か
ら
九
月
ま
で
の

い
ず
れ
か
の
月
か
ら
牒
禅
報
酬
月
額
を
改
定

さ
れ
、
又
は
改
定
さ
れ
る
べ
き
被
保
険
者
に

つ
い
て
は
¥
そ
の
年
に
限
り
適
用
し
な
い
。

（
被
保
険
者
の
質
格
を
取
得
し
た
際
の
決
定
）

第
四
十
二
条
保
険
者
は
、
被
保
険
者
の
資
格

を
取
得
し
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ

る
額
を
報
酬
月
額
と
し
て
、
標
準
報
酬
月
額

を
決
定
す
る
。

一
月
、
週
そ
の
他
一
定
期
間
に
よ
っ
て
報

酬
が
定
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
被
保
険
者

の
資
格
を
取
得
し
た

B
の
現
在
の
報
酬
の

額
を
そ
の
期
間
の
総
B
数
で
除
し
て
得
た

額
の
三
十
倍
に
相
当
す
る
領

二
日
、
時
間
、
出
来
嵩
又
は
請
負
に
よ
っ

て
報
酬
が
定
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
被
保

険
者
の
演
格
を
取
得
し
た
月
前
一
月
問
に

当
該
事
業
所
で
、
同
様
の
業
務
に
従
事

し
r

か
つ
｀
同
様
の
祁
酬
を
受
け
る
者
が

受
け
た
報
酬
の
額
を
平
均
し
た
額

健

康

保

険

法

（
四
一
条
ー
四
六
条
）

•9[•9 

か
つ
｀
同
様
の
報
酬
を
受
け
る
者
が

受
け
た
報
酬
の
額

四
前
三
号
の
う
ち
二
以
上
に
該
当
す
る
報

酬
を
受
け
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ

い
て
前
三
号
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し

た
額
の
合
算
額

2

前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
標
部

報
醐
月
額
は
、
被
保
険
者
の
炭
格
を
取
得
し

た
月
か
ら
そ
の
年
の
八
月
（
六
月
一
日
か
ら

+
―
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
問
に
被
保
険
者
の

演
格
を
取
得
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
翌
年
の

八
月
）
ま
で
の
各
月
の
椋
準
報
酬
月
額
と
す

る。（改
定
）

第
四
十
三
条
保
険
者
は
、
被
保
険
者
が
現
に

使
用
さ
れ
る
事
業
所
に
お
い
て
拙
統
し
た
一
＿
―

月
間
（
各
月
と
も
、
報
酬
支
払
の
甚
礎
と
な

っ
た
日
数
が
、
十
七
日
以
上
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
）
に
受
け
た
報
酬
の
総
額
を
三
で

除
し
て
得
た
額
が
、
そ
の
者
の
標
準
報
酬
月

額
の
基
礎
と
な
っ
た
報
酬
月
額
に
比
べ
て
、

培
し
く
甜
低
を
生
じ
た
堀
合
に
お
い
て
、
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
報

酬
月
額
と
し
て
、
そ
の
恋
し
く
高
低
を
生
じ

た
月
の
翌
月
か
ら
、
揉
雖
報
酬
月
額
を
改
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
改
定
さ
れ
た
柄
準

報
酬
月
額
は
、
そ
の
年
の
八
月
（
七
月
か
ら

十
二
月
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
月
か
ら
改
定
さ

れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
r

翌
年
の
八
月
）
ま

で
の
各
月
の
棉
準
報
酬
月
額
と
す
る
。

（
育
児
休
業
等
を
終
了
し
た
際
の
改
定
）

第
四
十
三
条
の
二
保
険
者
は
、
育
児
休
業
、

介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
設
を
行
う
労

働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
―
一
年
法

律
第
七
十
六
号
）
第
二
条
節
一
号
に
規
定
す

る
育
児
休
業
、
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の

被
保
険
者
ー
楳
準
報
醐
月
額
及
び
標
準
敗
与
額

等
を
終
丁
じ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
行
児
休
業
等
終
了
日
」
と
い
う
c)
に
お
い

て
当
該
育
児
休
粟
等
に
係
る
l

二
版
に
満
た
な

い
子
を
投
育
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
使

用
さ
れ
る
事
業
所
の
事
業
主
を
経
由
し
て
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
険

者
に
申
出
を
し
た
と
き
は
、
第
四
十
一
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
r

育
児
休
業
等
終
了
日

の
翌
日
が
属
す
る
月
以
後
三
月
間
（
育
児
休
d

業
等
終
了
日
の
翌
日
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る

事
業
所
で
継
続
し
て
使
用
さ
れ
た
期
間
に
限

る
も
の
と
し
、
か
つ
、
報
酬
支
払
の
基
礎
と

な
っ
た
日
数
が
十
七
日
未
満
で
あ
る
月
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
月
を
除
く
。
）
に
受
け
た

報
酬
の
総
額
を
そ
の
期
間
の
月
数
で
除
し
て

得
た
額
を
報
酬
月
額
と
し
て
、
標
準
報
酬
月

額
を
改
定
す
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
改
定
さ
れ
た
椋
準

報
酬
月
額
は
、
育
児
休
業
等
終
了
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
二
月
を
経
過
し
た
日
の
属
す

る
月
の
翌
月
か
ら
そ
の
年
の
八
月
（
当
該
翌

月
が
七
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
い
ず
れ
か
の

月
で
あ
る
堀
合
は
r

翌
年
の
八
月
）
ま
で
の

各
月
の
標
準
報
酬
月
額
と
す
る
。

（
報
酬
月
額
の
算
定
の
特
例
）

第
四
十
四
条
保
険
者
は
、
被
保
険
者
の
報
酬

月
額
が
、
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
二

条
第
一
項
若
し
く
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
っ
て
算
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と

き
、
又
は
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
二

条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
悌
一
項
若
し
く
は

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額

が
著
し
く
不
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
算
定

す
る
額
を
当
該
被
保
険
者
の
報
酬
月
額
と
す

る。
2

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
保
険
者
が
他
康

る
堀
合
に
お
い
て
は
、
ぃ
各
唱
業
所
に
つ
い

て
、
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
二
条
第

一
項
、
第
四
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
前
条

第
一
項
又
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定

し
た
額
の
合
算
額
を
そ
の
者
の
報
醐
月
額
と

す
る
。
（
標
準
賞
与
額
の
決
定
）

第
四
十
五
条
保
険
者
は
、
被
保
険
者
が
賞
与

を
受
け
た
月
に
お
い
て
、
そ
の
月
に
当
該
披

保
険
者
が
受
け
た
裳
与
額
に
基
づ
き
、
こ
れ

に
千
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ

れ
を
切
り
捨
て
て
、
そ
の
月
に
お
け
る
椋
準

賞
与
額
を
決
定
す
る
。
た
だ
し
r

そ
の
月
に

当
該
被
保
険
者
が
受
け
た
質
与
に
よ
り
そ
の

年
度
（
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け

る
標
準
買
与
額
の
累
計
額
が
五
百
四
十
万
円

（
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
報

酬
月
額
の
等
級
区
分
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と

き
は
、
政
令
で
定
め
る
額
Q

以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
口
）
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場

合
に
は
、
当
該
累
計
額
が
荘
百
四
十
万
円
と

な
る
よ
う
そ
の
月
の
椋
準
牧
与
額
を
決
定

し
、
そ
の
年
度
に
お
い
て
そ
の
月
の
翌
月
以

降
に
受
け
る
賞
与
の
椋
準
独
与
額
は
零
と
す

る。
2

第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
政
令

の
制
定
又
は
改
正
に
つ
い
て
、
前
条
の
規
定

は
標
準
蚊
与
額
の
算
定
に
つ
い
て
準
用
す

る。（
現
物
給
与
の
価
額
）

第
四
十
六
条
報
酬
又
は
貧
与
の
全
部
又
は
一

部
が
、
通
貨
以
外
の
も
の
で
支
払
わ
れ
る
楊

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
価
額
は
、
そ
の
地
方

の
時
価
に
よ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
n

2

健
康
保
険
組
合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
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四
ま
千
i
五
五
条
）

わ
ら
ず
、
規
約
で
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
任
意
継
続
被
保
険
者
の
標
準
報
醐
月
額
）

第
四
十
七
条
任
帝
籠
続
被
保
険
者
の
椋
準
報

酬
月
額
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
l

条
か
ら
第

四
十
四
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な

い
頷
を
も
っ
て
、
そ
の
者
の
誓
報
酬
月
額

と
す
る
。

一
当
該
任
意
紬
続
被
保
険
者
が
被
保
険
者

の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
の
椋
雷
酬
月

額
二
前
年
（
一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
標
準
報

酬
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
々
年
）
の
九
月

三
十
日
に
お
け
る
当
該
任
意
継
続
被
保
険

者
の
属
す
る
保
険
者
が
管
掌
す
る
全
被
保

険
者
の
標
準
報
酬
月
額
を
平
均
し
た
額

（
健
康
保
険
組
合
が
当
該
平
均
し
た
額
の

範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
規
約
で
定
め
た
額

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
規
約
で
定
め
た

額
）
を
椋
準
報
酬
月
額
の
基
礎
と
な
る
報

酬
月
額
と
み
な
し
た
と
き
の
揉
準
報
醐
月

額

第
三
節
届
出
等

（
届
出
）

第
四
十
八
条
適
用
串
業
所
の
事
業
王
は
、
厚

生
労
慟
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
被

保
険
者
の
資
格
の
取
得
及
び
喪
失
並
び
に
報

酬
月
額
及
ぴ
貿
与
額
に
関
す
る
事
項
を
保
険

者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
通
知
）

第
四
十
九
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
三
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
行
っ
た
と

き
は
、
そ
の
3

日
を
当
該
事
業
主
に
通
知
す
る

も
の
と
し
、
保
険
者
は
、
第
三
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
確
認
又
は
椋
準
報
酬
（
標

患
報
醐
月
額
及
び
標
準
質
与
額
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
決
定
若
し
く
は
改
定
を
行
っ

た
と
き
i

は
、
迪
や
か
に
、
こ
れ
を
被
保
険
者
文
ま
皮

，
i
＊
↑
 

保
険
者
で
あ
っ
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら

な

い

。

｀

＇

3

被
保
険
者
が
被
保
険
者
の
焚
格
を
喪
失
し

た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
所
在
が
明
ら

か
で
な
い
た
め
前
項
の
通
知
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
は
、
事
業
王
は
、
厚
生
労
働

大
臣
又
は
保
険
者
に
そ
の
旨
を
屈
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

4

厚
生
労
像
大
臣
は
、
前
項
の
届
出
が
あ
っ

た
と
き
は
、
所
在
が
明
ら
か
で
な
い
者
に
つ

い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
填
業
主
に
通
知

し
た
瑣
項
を
公
告
す
る
も
の
と
し
、
保
険
者

は
、
前
項
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
所
在

が
明
ら
か
で
な
い
者
に
つ
い
て
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
事
業
主
に
通
知
し
た
事
項
を
公
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

厚
生
労
働
大
臣
は
、
卵
粟
所
が
廃
止
さ
れ

た
掲
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
の
た
め

第
一
項
の
通
知
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
通
知
に
代
え
て
、

そ
の
通
知
す
べ
き
事
項
を
公
告
す
る
も
の
と

し
、
保
険
者
は
、
事
業
所
が
廃
止
さ
れ
た
楊

拿
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
の
た
め
同
項

の
通
知
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お

い
て
は
、
同
項
の
通
知
に
代
え
て
、
そ
の
通

知
す
べ
き
事
項
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、。し
第
五
十
条
保
険
者
は
、
第
四
十
八
条
の
規
定

に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
揚
合
に
お
い
て
、
そ

の
届
出
に
係
る
事
実
が
な
い
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
旨
を
そ
の
届
出
を
し
た
事
業
主
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
粂
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定

は
、
前
項
の
通
知
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
確
認
の
請
求
）

第
五
十
一
条
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ

っ
た
者
は
、
い
つ
で
も
ハ
第
：
，
．

あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
請
求
に
係
る

事
実
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
請
求

を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第

四

章

保

険

給

付

第
一
節
通
則

（
保
険
給
付
の
種
類
）

第
五
十
二
条
被
保
険
者
に
係
る
こ
の
法
律
に

よ
る
保
険
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
療
渋
の
給
付
並
ぴ
に
入
院
時
食
事
療
茨

費
入
院
時
生
活
療
接
費
、
保
険
外
併
用

慶
翡
療
遊
費
、
訪
問
看
護
療
尭
費
及

ぴ
移
送
費
の
支
給

二
侮
病
手
当
金
の
支
給

_
―
―
埋
葬
料
の
支
給

四
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給

五
出
産
手
当
金
の
支
給

六
家
族
療
養
費
、
家
族
訪
問
看
詭
療
殺
牲

及
び
家
族
移
送
費
の
支
給

七
家
族
埋
葬
料
の
支
給

八
家
族
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給

九
高
額
療
旋
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
旋

炭
の
支
給

（
健
康
保
険
組
合
の
付
加
給
付
）

第
五
十
三
条
保
険
者
が
健
康
保
険
組
合
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
粂
各
号
に
掲
げ
る

欝
に
併
せ
て
、
規
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
保
険
給
付
と
し
て
そ
の
他
の
給
付
を

が
で
き
る
。

行
う
こ
と

（
日
面
特
例
被
保
険
者
に
係
る
保
険
給
付
と

の
詢
整
）

第
五
十
四
条
晨
険
者
に
係
る
家
族
療
茨
費

（
第
百
十
条
第
七
項
に
お
い
て
需
用
す
る
第

八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ

る
療
茨
費
を
含
む
。
）
、
家
族
訪
問
看
護
療
痰

費
、
家
族
移
送
費
、
家
族
埋
非
科
又
は
家
族

出
産
育
粗

賀
、
移
送
腐
、
埋
罪
料
若
し
く
は
出
産
育
児

一
時
金
の
支
給
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
限

度
に
お
い
て
、
行
わ
な
い
p

（
他
の
法
令
に
よ
る
保
険
絵
付
と
の
詢
整
）

第
五
十
五
条
被
保
険
者
に
誓
療
捉
の
給
付

又
は
入
院
時
食
事
療
投
質
入
院
時
生
活
療

鸞
、
保
険
外
併
用
療
焚
費
‘
療
飛
闘
訪

問
看
護
療
旋
費
、
移
送
費
、
倍
病
手
当
金
、

靡
餓
、
家
族
療
殺
費
、
家
族
訪
問
看
設
療

靡
費
、
家
族
誓
喜
し
く
は
家
族
埋
葬
科

の
支
給
は
、
同
一
の
疾
病
、
負
偲
又
は
死
亡

ー
つ
い
て
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭

こ和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
、
国
家
公
務

翡
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百

九
十
一
号
。
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
し
、

又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
地
方

公
務
員
災
害
補
倣
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律

魯
二
十
一
号
）
若
し
く
は
同
法
に
甚
づ
く

条
例
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
給

付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
楊
合
に
は
、
行

わ
な
い
。

2

被
保
険
者
に
係
る
療
掟
の
給
付
又
は
入
院

時
姦
事
療
旋
質
入
院
時
生
活
療
毅
費
、
保

険
外
併
用
療
掟
費
、
療
整
跨
訪
問
呑
護
療

靡
費
、
家
族
療
焚
翡
若
し
く
は
家
族
訪
問
府

護
療
挽
界
の
支
給
は
、
同
一
の
疾
病
又
は
負

唇
つ
い
て
、
介
設
保
険
法
（
平
成
九
年
法

律
第
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら

に
相
当
す
る
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
に
は
、
行
わ
な
い
。

3

被
保
険
者
に
係
る
療
旋
の
給
付
又
は
入
院

時
食
事
療
疾
費
、
入
院
時
生
活
療
翌
費
、
保

険
外
併
用
療
焚
費
、
療
旋
費
、
訪
問
看
護
療

晨
、
移
送
費
家
族
療
墨
費
、
家
族
訪
問

羹
療
器
墨
若
し
く
は
家
族
移
送
費
の
支
給

病
又
は
負
傷
に
つ
い
て
、
砧
四

ま
-• 



第
一
章
総
則
的
事
項

：し］年g月日日付這知

の
提
出
に
よ
り
、
又
は
被
保
険
者
か
ら
の
確
認
の
請
求
（
法
第
一
―
一
十
一
条
第
一

一
項
、
規
則
第
十
二
条
）
に
基
い
て
行
う
べ
き
で
あ
る
が
，
こ
れ
ら
の
届
出

又
は
請
求
が
な
く
て
も
職
権
で
行
う
こ
と
が
で
き
、
任
意
単
独
被
保
険
者
の

認
可
及
び
そ
の
取
消
の
認
可
、
適
用
事
業
所
の
取
消
の
認
可
並
び
に
第
四
種

被
保
険
者
に
つ
い
て
は
行
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
．

二
被
保
険
者
期
問

被
保
険
者
期
問
の
計
算
方
法
は
従
来
ど
お
り
で
あ
り
、
戦
時
加
算
も
、
そ

の
ま
ま
認
め
ら
れ
て
い
る
（
法
附
則
第
二
十
四
条
）
こ
と
。

，
 

―
―
―
標
郡
報
酬

1
標
準
報
酬
は
、
敢
低
三
、

0
0
0円
か
ら
最
高
一
八
、

0
0
0円
ま
で
十

二
等
級
と
な
っ
た
こ
と
．

2

現
物
給
与
の
価
額
は
、
健
康
保
険
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
被
保
険
者
に
つ

い
て
も
、
常
に
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
こ
と
と
な
っ
た
（
法
第
二
十
五
条
）

ほ
か
‘
報
酬
月
額
の
算
定
並
び
に
探
準
報
酬
の
決
定
及
び
改
定
に
つ
い
て

tバ
〗
い
い
い
い
ピ
汀
7月

7
ニ

と．
3
第
四
種
被
保
険
者
の
捩
準
報
酬
は
、
そ
の
者
に
つ
き
、
法
第
九
条
又
は
第

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
と
し
て
最
後
に
決
定
さ
れ
、
又
は
改

（
法
第
二
十
六
条
）
年
金
額
に
定
額

定
さ
れ
た
標
準
報
酬
に
よ
る
も
の
と
し

部
分
を
と
り
い
れ
た
関
係
上
、
逆
選
択
を
翠
慈
味
か
ら
、
減
頷
申
諮
ほ
、

麿

止

さ

れ

た

こ

と

．

＿

届
奥
記
録
等

資
格
、
標
準
報
酬
等
に
関
す
る
誓
主
の
届
出
毅
務
の
法
律
的
根
拠
を
明
ら
一

四

得
及
び
喪
失
並
び
に
被
保
険
者
の
種
別
の
変
更
に
つ
い
て
確
認
の
請
求
を

認
め
た
（
法
第
三
十
一
条
第
一
項
）
こ
と
．
従
っ
て
、
事
業
主
か
ら
届
出
の

な
い
場
合
に
は
確
認
の
諮
求
が
で
き
る
旨
を
、
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で

あ
っ
た
者
に
周
知
徹
底
せ
し
め
ら
れ
た
い
こ
と
。

第
一
―
―
保
険
給
付
に
関
す
る
事
項

一
．
通
則

1

保
険
給
付
の
裁
定

保
険
給
付
を
受
け
る
権
利
の
裁
定
が
ほ
つ
き
り
と
規
定
さ
れ
｀
そ
の
権
限

は
都
道
府
県
知
事
に
委
任
さ
れ
て
い
る
（
法
第
三
十
一
―
一
条
、
令
第
一
条
第

一
号
）
こ
と
．
こ
の
裁
定
心
給
付
額
の
計
算
、
廃
疾
認
定
等
を
含
む
も
の

で
あ
り
、
老
玲
年
金
裁
定
詰
求
囚
（
規
則
第
三
十
条
）
、
節
害
年
金
節
害
手
当

金
裁
定
詰
求
古
（
規
則
第
四
十
四
条
）
、
造
族
年
金
裁
定
詰
求
因
（
規
則
第
六

十
条
）
又
は
脱
退
手
当
金
裁
定
請
求
困
（
規
則
第
七
十
七
条
）
の
提
出
に
よ

つ
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

2

基
本
年
金
額
及
び
加
給
年
金
額

脱
退
手
当
金
以
外
の
給
付
の
額
は
｀
甚
本
年
金
額
を
甚
礎
と
し
て
定
め
ら

れ
、
定
額
部
分
（
二
万
四
千
円
）
と
報
酬
比
例
部
分
（
平
均
標
準
報
酬
月
額

x千
分
の
五

x被
保
険
者
期
間
）
と
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
．
甚
本
年

金
額
に
つ
い
て
は
、
報
酬
比
例
部
分
を
計
算
す
る
際
に
｀
被
保
険
者
期
間
が

二
十
年
未
満
で
あ
れ
ば
二
十
年
と
み
な
し
（
障
害
給
付
及
び
遣
族
給
付
に
限

る
。
法
第
三
十
四
条
第
一
一
項
、
第
四
十
一
―
一
条
第
二
項
）
、
被
保
険
者
期
間
が
一
ー

十
年
以
上
で
そ
の
一
部
が
第
一
ー
一
種
被
保
険
者
と
し
て
の
被
保
険
者
期
間
で
あ

れ
ば
、
第
一
種
被
保
険
者
で
あ
っ
た
期
問
と
第
一
―
一
種
被
保
険
者
で
あ
っ
た
期

問
と
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
別
に
計
葬
の
う
え
合
算
し
（
法
第
一
二
十
四
条
第
三

第
一
章
総
則
的
事
項

八

か
に
し
（
法
第
二
十
七
条
）
、
ま
焚
彼
保
険
者
台
帳
を
法
定
化
す
る
と
と
も

に
、
保
険
給
付
の
た
め
の
記
録
を
都
道
府
県
知
取
に
義
務
づ
け
（
法
第
二
十
八

条
、
令
第
二
条
及
び
第
三
条
、
規
則
第
七
十
九
条
）
、
さ
ら
に
そ
の
記
録
を
、
審

喜
諮
求
を
経
て
、
な
る
ぺ
く
早
く
確
定
す
る
た
め
に
、
そ
の
内
容
を
事
業
主

羞
保
険
者
と
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第
二
十
九
条
‘
規
則
第
八

十
条
及
び
第
八
十
三
条
）
こ
と
。
同
じ
趣
旨
か
ら
、
届
出
又
は
確
認
の
諮
求
に

係
る
事
実
が
な
い
と
認
め
た
場
合
に
も
、
届
出
者
又
は
諮
求
者
に
通
知
す
る

（
法
第
三
十
条
及
び
第
三
十
一
条
第
二
項
、
規
則
第
八
十
条
及
び
第
八
十
三
条
）

こ
と
．
1

都
道
府
県
知
事
か
ら
通
知
を
受
け
た
事
業
主
は
そ
れ
を
さ
ら
に
本
人
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
法
第
二
十
九
条
第
二
項
）
、
ま
た
‘
審
査
の
諮
求

期
間
六
十
日
の
起
算
日
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
本
人
に
通
知
し
た
日
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
円
類
（
具
体
的
に
は
、
都
道
府
県
知
事
か
ら
の

通
知
書
を
本
人
に
呈
示
し
た
日
を
通
知
喜
記
載
し
、
又
は
通
知
古
の
内
容

を
掲
示
し
、
そ
の
掲
示
し
た
日
を
記
戦
す
る
程
度
で
よ
い
。
）
を
作
成
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
）
の
で
、
こ
の
点
、
関
係
各
蔀

業
主
に
周
知
徹
底
せ
し
め
ら
れ
た
い
こ
と
．

2

通
知
に
代
え
て
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
（
法
第
二
十
九
条
第
四

項
又
は
第
五
項
）
に
は
必
ず
し
も
屋
外
に
公
告
す
る
必
要
は
な
く
｀
屋
内

の
出
入
自
由
な
場
所
に
お
い
て
必
要
事
項
を
記
戟
し
た
苫
類
を
自
由
に
閲
覧

さ
せ
る
等
の
方
法
に
よ
っ
て
も
よ
い
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の

旨
を
屋
外
に
掲
示
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
a

3

保
険
料
の
徴
収
権
の
消
波
し
た
期
間
に
関
す
る
保
険
給
付
の
制
限
（
法
第

七
十
五
条
）
の
前
提
と
し
て
、
被
保
険
者
自
身
匹
被
保
険
者
の
資
格
の
取

項）
V

-

＝
一
千
円
未
満
の
標
準
報
酬
月
額
は
三
千
円
と
み
な
す
（
法
附
則
第
八

条
）
こ
と
に
留
謡
す
る
こ
と
“
加
給
年
金
額
と
は
‘
従
来
の
加
給
金
又
は
増

額
金
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

3

端
数
処
理
及
ぴ
年
金
の
支
払

毎
期
の
年
金
支
払
額
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
．
国
皿
出
納
金
等
端
数
計

虹
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
六
十
一
号
）
に
よ
つ
て
端
数
処
理
が
で
き
た

の
で
あ
る
が
、
年
金
額
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
．
端
数
処
理
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
（
法
第
三
十
五
条
）
の
で
、
年
金
証
舌
（
規
則
第
八
十
二
条
）
に

も
、
円
単
位
ま
で
記
入
す
れ
ば
よ
い
こ
と
．
ま
た
、
年
金
の
支
払
は
、
年
金

支
払
詰
求
書
に
蔽
い
て
行
わ
れ
る
（
規
則
第
三
十
五
条
、
第
五
十
一
条
、
第

六
十
八
条
）
も
の
で
あ
る
こ
と
。

4
未
支
給
年
金

こ
の
法
律
に
よ
る
保
険
給
付
を
受
け
る
権
利
は
．
民
法
（
明
治
二
十
九
年

法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
九
十
六
条
但
因
に
い
う
一
身
専
属
権
で
あ
り
、

本
人
の
み
が
諮
求
で
き
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
年
金
た
る
保
険

給
付
に
限
り
．
こ
の
法
律
の
目
的
の
見
地
か
ら
、
本
人
が
死
亡
し
た
場
合
に

は
．
例
外
と
し
て
｀
未
支
給
の
分
に
つ
い
て
一
定
範
囲
の
配
偶
者
と
子
に
も

諮
求
権
を
認
め
た
（
法
第
一
―
―
十
七
条
第
一
項
、
規
則
第
四
十
二
条
、
第
五
十

八
条
又
は
第
七
十
五
条
）
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
本
人

が
ま
だ
保
険
給
付
の
裁
定
を
詰
求
し
て
い
な
か
っ
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
未

支
給
年
金
を
諸
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
法
第
三
十
七
条
第
二
項
、
規
則
第

四
十
二
条
後
段
．
第
五
十
八
条
後
段
又
は
第
七
十
五
条
後
段
）
こ
と
．

5

併
給
の
調
整

新
た
に
廃
疾
の
併
合
認
定
が
設
け
ら
れ
た
（
法
第
四
十
八
条
）
結
果
．
悴

九
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第
二
誼
被
保
険
者
第
二
節
原
準
報
酬

第
一

照）

O
健
康
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
、
厚
生
年
金

保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
船
員
保
険
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て

昭
和
二
八
年
八
月
二
八
日
保
発
第
五
七
号

豆
謡
嗜
長
か
ら
、
各
霊
闊
知
）

（
健
康
保
険
法
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
関
係
）
の
一
、
一
―
一
の
1
ご

頁

参

0
厚
生
年
金
保
険
法
の
施
行
に
つ
い
て

昭
和
二
九
年
八
月
二
日
保
発
第
六
六
号
｝

寝
認
麟
険
局
長
か
ら
、
都
道
府
県
知
叩

笙
一
の
三
籐
準
報
酬
）
の

1
、
2
、
3

（
六
頁
参
照
）

0
厚
生
年
金
保
険
法
に
お
け
る
賃
金
の
範
囲
に
つ
い
て

（
昭
和
二
九
年
一

0
月
八
日
保
贔
竺
窄
足
瓢
）

闘

揺

闘

暉

麟

隷

謳

長

あ

て

讐

昭
和
一
一
十
九
年
七
月
十
四
日
佐
船
工
保
第
六
一
号
を
も
つ
て
照
会
さ
れ
た
椋
記
に

つ
い
て
は
、
左
記
の
と
お
り
回
答
す
る
．

祀

日
直
又
は
宿
直
等
は
、
労
務
を
前
提
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ

れ
ら
に
対
す
る
手
当
も
肘
生
年
金
保
険
法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に
い
う
報
酬
に
含

め
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

所
得
税
で
ほ
．
手
続
の
便
宜
上
少
額
の
も
の
を
無
視
す
る
立
場
を
と
つ
て
捻
り
、
失

業
保
険
も
こ
れ
に
な
ら
つ
て
い
る
が
、
労
災
保
険
で
は
厚
生
年
金
保
険
と
同
じ
立
場

を
と
つ
て
い
る
．
豚
生
年
金
保
険
で
は
．
保
険
料
及
び
給
付
額
の
計
算
に
際
し
標
準

報
酬
制
を
と
つ
て
い
る
の
で
、
少
額
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
手
続
上
大
き
な
不
便
を

生
ず
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

厚
生
年
金
保
険
法
に
お
け
る
賃
金
の
範
囲
に
つ
い
て

罰
濯
虚
冒
ぼ
層
襲
后
一

戸

亙

厚

年

金

’

険

課

長

あ

て

首
題
の
件
に
つ
き
左
記
の
点
に
疑
義
が
あ
り
ま
す
の
で
何
分
の
回
答
方
御
願
い
い

た
し
ま
す
。

記

厚
生
年
金
保
険
法
第
三
条
五
号
の
規
定
に
よ
る
賀
金
に
少
額
の
日
虹
宿
泊
料
を

第
二
章
被
保
険
者
第
二
節
楔
準
報
酬

,
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六
四
六

0
厚
生
年
金
保
険
に
お
け
る
現
物
給
与
の
標
準
価
格
に

つ
い
て

和
二
九
年
九
月
一
六
日
保
険
発
悌
ニ
ニ
六
号
）

蒻
麗
靡
鵡
彗
襲
霞
乳
叶

標
記
の
件
に
つ
い
て
ほ
、
さ
き
に
昭
和
二
十
九
年
八
月
十
―
-

i

日
保
険
発
第
二

O
J

号
を
も
つ
て
指
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
や
や
も
す
れ
ば
一
部
健
康
保
険
組
合
か

ら
組
合
管
掌
被
保
険
者
に
つ
き
特
例
を
認
め
よ
と
の
要
求
が
な
さ
れ
る
と
の
こ
と
で

あ
る
の
で
亀
左
記
の
趣
旨
に
の
つ
と
り
措
骰
さ
れ
る
よ
う
重
ね
て
通
知
す
る
．

記

厚
生
年
金
保
険
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
現
物
給
与
の
価
頷
を
定
め
る
の
ほ
都

遵
府
県
知
事
で
あ
る
と
規
定
し
奮
旧
法
の
よ
う
な
健
康
保
険
組
合
に
つ
い
て
の
待
例

を
認
め
な
か
っ
た
の
は
同
一
都
道
府
県
内
に
お
い
て
一
切
の
負
担
の
不
均
衡
を
排
す

る
た
め
で
あ
る
・
（
各
地
方
の
時
価
に
応
じ
て
差
異
か
生
ず
る
の
ほ
別
問
題
と
し
て
）
＂

従
つ
て
、
保
険
者
が
政
府
の
み
で
あ
る
厚
生
年
金
保
険
に
あ
っ
て
は
現
物
給
与
の

価
額
を
定
め
る
都
道
府
県
知
事
の
告
示
に
お
い
て
組
合
管
掌
の
被
保
険
者
に
つ
き
例

外
を
認
め
る
こ
と
ほ
許
さ
れ
な
い
。
な
お
、
昭
和
二
十
九
年
八
月
十
三
日
保
険
発
第

―
J
O
一
号
「
現
物
給
与
の
標
瑚
価
額
に
つ
い
て
」
中
「
偲
康
保
険
組
合
と
緊
密
な
連

急
と
ら
れ
た
い
。
」
と
あ
る
の
は
、
様
池
価
額
を
決
定
す
る
に
際
し
て
各
健
保
組
合

の
現
物
給
与
の
価
額
の
実
状
を
も
加
味
し
て
判
断
さ
れ
た
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
か

ら
、
念
の
た
め
申
し
添
え
る
．

含
む
や
否
や
。

イ
、
当
地
社
会
保
険
出
張
所
で
は
、
先
般
熊
本
で
の
本
直
よ
り
の
講
習
会
の
指
示

に
依
り
賃
金
中
に
含
む
と
の
見
解
で
あ
り
ま
す
．

ロ
、
現
行
の
所
得
税
法
（
一
月
よ
り
）
失
業
保
険
料
（
四
月
）
よ
り
実
骰
償
遠
的

な
内
容
を
も
つ
之
等
の
も
の
に
は
含
ま
れ
て
お
り
ま
せ
ん
．

＾
、
失
業
法
に
つ
い
て
ほ
法
文
的
内
容
に
お
い
て
厚
生
年
金
保
険
法
と
同
一
法
文

で
あ
り
な
が
ら
労
拗
沼
と
の
解
釈
相
違
は
事
業
主
と
し
て
困
惑
す
べ
き
点
が
あ

り
ま
す
．

0
現
物
給
与
の
取
扱
い
に
つ
い
て

靡
に
胃
託
襲
讐
茫
璧

:
生
部
堡
罰
長
あ
て
回
答

八
月
八
日
付
一
1

二
保
険
第
一
―
―
―
四
九
で
号
照
会
の
あ
っ
た
標
記
に
つ
い
て
は
、
従

前
ど
お
り
知
事
の
定
め
る
額
か
ら
本
人
負
担
分
を
控
除
し
た
も
の
を
現
物
給
与
額
と

し
て
取
り
扱
わ
れ
た
い
．

現
物
給
与
の
取
扱
い
に
つ
い
て晶
誓
闘
誓
麟
翡
星
瓢
）

偲
康
保
険
並
び
に
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
が
受
け
る
報
酬
の
う
ち
通
貨
以
外

の
も
の
で
支
払
わ
れ
る
所
謂
現
物
給
与
の
ち
う
、
食
瑯
の
給
与
に
つ
い
て
、
そ
の
必

六
四
七


